
福島県幹線道路協議会規約

（名称） 

第一条 本会は、「福島県幹線道路協議会」（以下「協議会」）という。 

（目的） 

第二条 協議会は、福島県における幹線道路計画に必要な事項について、関係機関相互の

連絡・調整を図り、もって幹線道路の整備促進に寄与することを目的とする。 

（構成） 

第三条 協議会は、国土交通省東北地方整備局、福島県、東日本高速道路株式会社、その

他会長が必要と認める機関により構成する。 

（組織） 

第四条 協議会の会長は福島県土木部長が当たる。 

２ 会長は協議会を統括する。 

３ 協議会に委員会を設ける。 

４ 委員会は必要に応じ、専門部会を設けることができる。 

（事業） 

第五条 協議会は第二条の目的を達成するため次の事業を行う。 

一 総合的な交通体系の検討を踏まえた道路計画の立案。 

二 地域開発・大規模施設開発等に関する道路計画の検討。 

三 交通安全・渋滞・駐車対策等に必要な施設整備計画の立案。 

四 道路管理に関する必要な施設整備計画の立案。 

五 道路に関する国民の理解と協力を深めるために必要な広報公聴活動。 

六 その他目的を達成するために必要な事項。 

（委員会） 

第六条 委員会の座長は会長が当たる。ただし、会長に事故があるときは、会長があらか

じめ指名した者が代行する。 

２ 委員会の座長は、委員会を召集し、統括する。 

３ 委員会の構成は、別表－１のとおりとする。ただし、会長が必要と認めた場合は、会

長が指名する者を参加させることができる。 

（専門部会） 

第七条 専門部会の部会長は、委員会の委員の中から会長が指名する。 

２ 専門部会の座長は、部会長が当たる。ただし、座長に事故があるとき、または審議内

容によりそれによりがたい場合は、あらかじめ座長が指名した者がその職務を代行する。 

３ 専門部会の座長は、専門部会を統括する。 

４ 専門部会の構成は、座長が審議内容により、委員会の委員の中から構成員を指名、召

集する。ただし、座長が必要と認めた場合は、座長が指名する者を参加させることがで

きるものとする。 

資料１
(案)
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５ 専門部会は、協議会の事業について調査・検討し、その成果を委員会に報告しなけれ

ばならない。 

（事務局） 

第八条 協議会の事務局は、福島県土木部道路計画課、まちづくり推進課、及び東北地方

整備局福島河川国道事務所調査第二課、郡山国道事務所調査課、磐城国道事務所調査課

に置く。 

（庶務） 

第九条 協議会の庶務は、福島県土木部道路計画課において行う。 

ただし、専門部会の庶務は、当該部会の所掌する事業の主体において行うことができる。 

付 則 

この規約は平成２年 ７月２６日から施行する。 

付 則 

この規約は平成５年１１月２２日から施行する。 

付 則 

この規約は平成６年 ６月 ７日から施行する。 

付 則 

この規約は平成９年１２月１９日から施行する。 

付 則 

この規約は平成 14年 ９月 ５日から施行する。 

付 則 

この規約は平成 15年 ６月２０日から施行する。 

付 則 

この規約は平成 16年 ８月 ９日から施行する。 

付 則 

この規約は平成 17年 ８月２４日から施行する。 

付 則  

この規約は平成 18年 ９月２０日から施行する。 

付 則  

この規約は平成 19年 ９月 ７日から施行する。 

付 則 

この規約は平成 21年 １月２９日から施行する。 

付 則 

この規約は平成 30年 ８月３１日から施行する。
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（別表－１） 

福島県幹線道路協議会委員会 

 所 属 役 職 名 

会 長 福  島  県 土木部長 

委 員 国土交通省東北地方整備局 企画部企画調整官 

委 員 〃 道路部道路調査官 

委 員 〃 企画部企画課長 

委 員 〃 企画部広域計画課長 

委 員 〃 道路部道路計画第一課長 

委 員 〃 道路部道路計画第二課長 

委 員 〃 道路部地域道路課長 

委 員 〃 福島河川国道事務所長 

委 員 〃 郡山国道事務所長 

委 員 〃 磐城国道事務所長 

委 員 福  島  県 土木部次長（道路担当） 

委 員 〃 土木部道路計画課長 

委 員 〃 土木部道路管理課長 

委 員 〃 土木部道路整備課長 

委 員 〃 土木部高速道路室長 

委 員 〃 土木部都市計画課長 

委 員 〃 土木部まちづくり推進課長 

委 員 〃 企画調整部地域政策課長 

委 員 〃 生活環境部生活交通課長 

委 員 
東日本高速道路株式会社 

東北支社 
総合企画部総合企画課長
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福島県幹線道路協議会規約（新旧対応表）

改　正　案 現　　行
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福島県幹線道路協議会規約（新旧対応表）

改　正　案 現　　行
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福島県幹線道路協議会規約（新旧対応表）

改　正　案 現　　行

7



新たな広域道路交通計画について

資料２

























新広域道路交通ビジョン・計画の策定依頼通知について

資料 3
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■今後の検討体制
○検討の場 ： 福島県 ⇒ 福島県幹線道路協議会

○意見聴取等

既存の委員会等の活用 又は 各委員により構成した有識者会議等を設置し意見を伺う
※既存の委員会（福島ブロック総合評価委員会、福島県公共事業評価委員会、福島県都市計画審議会、

福島県道路交通環境安全推進連絡会議、福島県商業まちづくり審議会 等）

港湾・空港・鉄道等の他の交通モードを所管する関連行政機関や警察・自衛隊へ個別に意見聴取を予定

福島県における今後の検討体制・進め方（案） 資料４

有識者・各種団体等

他行政機関等

■今後の進め方

○平成30年11月頃
・福島県新広域道路交通ビジョン（案）の中間とりまとめ、福島県新広域道路交通計画（１次案）の
策定

・その中で、既存道路（開通区間及び事業中区間）をベースとした重要物流道路（案）及び代替・
補完路（案）の選定



福島県の現状と将来像 資料５

◎新広域道路交通ビジョンの内容

地域の将来像
・既存の地域における総合的なビジョンをベース
・地域の社会経済の現状や見通しを踏まえた目指
すべき姿

広域的な交通の課題と取組
・平常時・災害時及び物流・人流の観点における課
題整理
・ICTや自動運転等の技術革新を踏まえた取り組み

広域的な道路交通の基本方針
・広域道路ネットワーク、交通・防災拠点
ICT交通マネジメントに対する基本方針

◎既存の総合的なビジョンの体系

上記の総合的なビジョンにおいて示された地域の課題と将来像をベースに
新広域道路交通ビジョンへ反映

■計画の趣旨
・総合計画における部門別計画として、社会資
本の整備・管理に関する理念や方向性を具現
化した計画
■計画の内容
・復旧･復興を第一とし、これからの県土づく
りの方向性を示す。
・総合計画の理念を具現化するとともに、復興
計画の内容も踏まえた計画としている。
■計画期間
・8ヶ年（2013年度 2020年度）

県政全体の基本方針 土木部の部門別計画

■計画の趣旨
・「ふくしまの未来を拓く県土づくりプラン」
における道路分野の個別計画
■計画の内容
・福島県の特性、地域ニーズ等を踏まえ、新し
い時代にふさわしい道づくりのあり方を示す。

・東日本大震災後の復興に向けた道路整備の考
え方を示す。
■計画期間
・8ヶ年（2013年度 2020年度）

道路分野の個別計画上位計画 上位計画

■計画の趣旨
・県の最上位計画であり、あらゆる政策分野
を網羅し、県づくりの指針や施策を示す。
■計画の内容
・県全体で共有する基本目標を掲げ、30年後
を展望した「目指す将来の姿」を描く。
・基本目標の実現に向けて、政策分野別に取
組の方向性や主要施策を示す。
■計画期間
・8ヶ年（2013年度 2020年度）

福島県総合計画ふくしま新生プラン
H24.12（2012.12）

ふくしまの未来を拓く県土づくりプラン
H25.3(2013.3)

ふくしま道づくりプラン（復興計画対応版）
H25.3(2013.3)

■計画の趣旨・内容
・復興に向けての重点プロジェクトや具体的な取組を示す。
・本計画と総合計画の重点プロジェクトは一体的に進めていく。
■計画の期間
・10ヶ年（2011年度 2020年度）※第一次策定時から

福島県復興計画（第３次） H27.12（2015.12）
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福島県の現状と将来像 資料５

■福島県の現状（課題） ふくしまの未来を拓く県土づくりプランより

■福島県の将来像  ふくしまの未来を拓く県土づくりプラン、福島道づくりプラン（復興計画対応版）より 

１．東日本大震災からの復興
・被災地の早期復旧・復興
・避難者の生活再建支援
・帰還に向けたインフラ整備
２．安全・安心への対応
・大規模災害の経験を生かした
自然災害への備え
・災害に強い安全な県土の形成
・既存施設の老朽化対策

本県の復興に向けて、戦略的に道路整備を進める

県土づくりの基本目標：
『ともに育む、風土が息づく美しい県土』

《県土づくりの視点から》
３．社会問題への対応
・人口減少や高齢化が急速に進展
・地域特有の課題に応じた対応策
・地球温暖化など環境問題への対応
４．地域活性化への対応
・観光交流の拡大
・グローバル化の進展
・物流の利便性向上による産業振興

福島県の将来人口予想

出典：ふくしま新生プラン

Ⅰ「安全で安心できる生活環境の確保」
１．被災者の支援と被災地の復旧・復興に全力で取り組む
２．自然災害から命と財産を守る
３．適切な維持管理を行い、生活の安全安心を守る
４．積雪地域、過疎・中山間地域の暮らしを守る

Ⅱ「ふくしまの活力を支える社会資本の整備」
５．県土の連携軸を強化し産業の活性化と生活圏相互の交流を支える
６．地域活力を高める観光を支援
７．まちの賑わいづくりを支援

Ⅲ「思いやりにあふれたまちづくり・地域づくり」
８．地域資源を生かした、まちづくり・地域づくりを進める
９．すべての人にやさしい快適な生活空間を創出
１０．再生可能エネルギーの利用と、自然環境の保全に取り組む

県全体の基本目標：
『夢・希望・笑顔に満ちた“新生ふくしま”』

出典：ふくしま道づくりプラン（復興計画対応版）

シナリオA:原子力災害を原因とする人口流出が抑制された場合
シナリオB:今後も長期間、原子力災害を原因とする人口流出が継続した場合

2


	01_資料1_規約改正
	02_資料2_新たな広域道路交通計画について
	03_資料3_新広域道路交通ビジョン・計画の策定依頼通知について
	04_資料4_今後の検討体制・進め方
	05_資料5_福島県の現状と将来像

